
議
会

第
6
回

定
例
会

　

平
成
26
年
日
野
町
議
会
第
６
回
定
例
会
が
、
12

月
１
日
か
ら
25
日
ま
で
の
25
日
間
に
わ
た
っ
て
開

会
さ
れ
、
提
案
が
あ
り
ま
し
た
21
件
の
議
案
お
よ

び
報
告
２
件
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

提
案
さ
れ
ま
し
た
議
案
は
、
す
べ
て
原
案
ど
お

り
同
意
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

閉
会
中
に
審
査
さ
れ
ま
し
た
平
成
25
年
度
決
算

に
か
か
る
日
野
町
一
般
会
計
ほ
か
10
会
計
の
議
案

は
、
原
案
ど
お
り
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
３
件
の
請
願
審
査
が
行
わ
れ
、
決
議
お

よ
び
意
見
書
決
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

線
を
廃
止
し
ま
し
た
。

財

産

の

取

得

◆
日
野
中
学
校
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
機
器
の
更
新
に
伴
い
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
パ
ソ
コ
ン
等
を
購

入
す
る
も
の
で
す
。

・
取
得
の
相
手
方　

キ
ノ
ン
ビ
ク

ス
株
式
会
社

・
取
得
金
額

�

２
千
1
3
8
万
４
千
円

条
例
の
制
定
・
改
正
な
ど

◆
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
（
番
号
法
）

の
制
定
公
布
に
伴
い
、
関
係
す
る

条
例
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

　

改
正
の
内
容
は
、
日
野
町
個
人

情
報
保
護
条
例
に
お
い
て
、
特
定

個
人
情
報
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て

定
め
る
と
と
も
に
、
日
野
町
情
報

公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条

例
に
お
い
て
、
審
査
会
の
所
掌
事

務
と
し
て
、
特
定
個
人
情
報
保
護

評
価
に
関
す
る
項
目
を
加
え
る
も

の
で
す
。

◆
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆
日
野
町
教
育
委
員
会
教
育
長
の

給
与
お
よ
び
勤
務
時
間
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

日
野
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
例
に
よ
っ
て
い
る
特
別
職
お

よ
び
教
育
長
の
期
末
手
当
の
額
の

算
定
に
あ
た
っ
て
、
人
事
院
勧
告
に

基
づ
く
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定

に
な
ら
い
、
平
成
26
年
12
月
支
給

率
を
0
・
15
月
引
き
上
げ
、
1
・

5
2
5
月
に
、
ま
た
、
平
成
27
年

４
月
か
ら
は
６
月
支
給
率
を
1
・

4
7
5
月
に
、12
月
支
給
率
を
1
・

6
2
5
月
に
改
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
日
野
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国
家
公

務
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
町
職

員
の
給
与
等
に
つ
い
て
条
例
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

　

当
管
理
会
委
員
の
任
期
（
４
年
）

が
、
平
成
26
年
12
月
20
日
で
満
了

す
る
た
め
、
次
の
7
名
の
方
を
選

任
す
る
同
意
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

堀ほ
り　
　

昭
し
ょ
う

一い
ち 

氏
（
奥
師
）

　

八や

木ぎ　

功い
さ
お　

 

氏
（
奥
師
）

　

井い
の

上う
え　

光み
つ

郎お 

氏
（
奥
師
）

　

澤さ
わ

村む
ら　

金き
ん

二じ 

氏
（
中
之
郷
）

　

北き
た

尾お　

實み
の
る　

 

氏
（
中
之
郷
）

　

矢や

川が
わ　

建け
ん

一い
ち 

氏
（
中
之
郷
）

　

市い
ち

田だ　

康や
す

雄お 

氏
（
中
之
郷
）

◆
日
野
町
大お

お
い
け
こ
い
け

小
池
財
産
区
管
理
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

当
管
理
会
委
員
の
任
期
（
４
年
）

が
、
平
成
26
年
12
月
20
日
で
満
了

す
る
た
め
、
次
の
４
名
の
方
を
選

任
す
る
同
意
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

堀ほ
り

井い　

孝た
か

郎お 

氏
（
小
野
）

　

塚つ
か

本も
と　

位い

一い
ち

郎ろ
う 

氏
（
中
之
郷
）

　

奥お
く

野の　

久ひ
さ

雄お 

氏
（
佐
久
良
）

　

髙た
か

尾お　

佳よ
し

夫お 

氏
（
杣
）

規

約

の

変

更

◆
八
日
市
布
引
ラ
イ
フ
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

　

布
引
斎
苑
火
葬
場
の
利
用
に
関

し
て
、
近
江
八
幡
市
の
旧
安
土
町

の
区
域
が
平
成
27
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
脱
退
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
規
約
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
。

町
道
の
路
線
の
変
更
・
廃
止

◆
町
道
の
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

　

町
道
西
大
路
鎌
掛
線
の
道
路
改

良
に
伴
い
、路
線
を
変
更
し
ま
し
た
。

〔
変
更
前
〕

　

起
点  

西
大
路
２
２
８
０
番
地
２

　

終
点　

鎌
掛
１
２
５
１
番
地

〔
変
更
後
〕

　

起
点　

西
大
路
４
９
番
地

　

終
点　

鎌
掛
５
４
９
０
番
地

◆
町
道
の
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

　

町
道
西
大
路
鎌
掛
線
の
路
線
変

更
に
伴
い
、
重
複
す
る
町
道
幅
野

専

決

処

分

◆
平
成
26
年
度
日
野
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

衆
議
院
の
解
散
に
伴
い
、
平
成

26
年
12
月
14
日
に
執
行
さ
れ
た
衆

議
院
議
員
総
選
挙
の
経
費
を
計
上

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

一
般
会
計
の
予
算
額
に
、
１
千

４
９
２
万
９
千
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
は
83
億
８
千
９
５
８
万
５

千
円
と
な
り
ま
し
た
。

人

事

案

件

◆
日
野
町
奥
台
財
産
区
管
理
会
委

員
の
選
任
に
つ
い
て

広報ひの　2015.2.1 12



・
平
成
26
年
４
月
か
ら
平
均
0
・

3
％
給
料
表
引
き
上
げ

・
12
月
支
給
の
勤
勉
手
当
を
0
・

15
月
引
き
上
げ

・
平
成
27
年
４
月
か
ら
給
与
制
度

の
総
合
的
見
直
し
に
よ
る
平
均

２
％
給
料
表
引
き
下
げ
、
給
料

表
の
切
り
替
え
に
伴
う
３
年
間

の
経
過
措
置

・
管
理
職
手
当
を
支
給
割
合
に
よ

る
も
の
か
ら
定
額
支
給
に
変
更

・
55
歳
を
超
え
る
職
員
の
昇
給
を

原
則
停
止

・
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支

給
対
象
を
平
日
深
夜
に
勤
務
し

た
場
合
を
追
加

◆
日
野
町
保
育
所
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

町
立
保
育
所
こ
ば
と
園
の
改
築

に
伴
い
、
こ
ば
と
園
の
位
置
の
変

更
お
よ
び
定
員
を
60
人
か
ら
90
人

に
増
加
す
る
た
め
の
改
正
を
行
い

ま
し
た
。

◆
日
野
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
法
お
よ
び
健
康

保
険
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
を
現

行
の
39
万
円
か
ら
40
万
４
千
円
に

引
き
上
げ
る
も
の
。
ま
た
、
国
民

健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
よ
る
引
用
条
項
の

ず
れ
を
改
め
る
た
め
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

　

な
お
、
産
科
医
療
補
償
制
度
に

加
入
し
出
産
し
た
場
合
の
支
給
額

は
現
行
の
42
万
円
の
支
給
と
な
り

ま
す
。

補

正

予

算

◆
一
般
会
計

　

８
千
２
１
６
万
３
千
円
を
追
加

し
、
予
算
総
額
は
84
億
７
千
１
７

４
万
８
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

増
額
補
正
の
主
な
も
の
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。�

歳　

出

☆
自
立
支
援
医
療
費
（
更
生
医
療
）

支
給
事
業�

６
８
６
万
５
千
円

☆
水
道
事
業
会
計
繰
出
金

　

�

９
８
０
万
円

☆
農
業
委
員
会
運
営
事
業

�

３
３
７
万
９
千
円

☆
担
い
手
育
成
対
策
事
業

�

３
０
０
万
円

☆
道
路
維
持
補
修
事
業

�

２
５
０
万
円

☆
小
学
校
教
育
振
興
事
業

�

１
千
３
７
２
万
３
千
円

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　

療
養
給
付
費
の
増
加
に
伴
い
３

７
９
万
４
千
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
は
22
億
２
４
３
万
８
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

◆
簡
易
水
道
特
別
会
計

　

熊
野
地
先
の
簡
易
水
道
配
水
管

布
設
道
路
を
復
旧
す
る
経
費
に
50

万
円
を
追
加
し
、予
算
総
額
は
１
千

３
６
４
万
２
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　

人
事
異
動
に
伴
う
人
件
費
を
５

１
３
万
７
千
円
減
額
し
、
予
算
総

額
は
８
億
８
千
５
０
７
万
７
千
円

と
な
り
ま
し
た
。

◆
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

　

処
理
施
設
の
修
繕
費
等
に
１
８

７
万
８
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
は
２
億
１
千
３
０
１
万
６
千
円

と
な
り
ま
し
た
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計

　

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
、

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
お
よ
び
特

定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の

増
加
に
伴
い
保
険
事
業
勘
定
に
９

８
３
万
１
千
円
を
追
加
し
、
予
算

の
総
額
は
18
億
２
千
１
９
１
万
円

と
な
り
、
ま
た
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘

定
に
92
万
３
千
円
を
追
加
し
、
予

算
の
総
額
は
５
９
１
万
６
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

　

人
事
異
動
に
伴
う
人
件
費
に
２

２
１
万
４
千
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
は
２
億
３
千
８
８
３
万
５
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
水
道
事
業
会
計

　

舗
装
復
旧
工
事
費
等
の
増
加
に

よ
り
、
収
益
的
収
支
の
支
出
予
定

額
を
15
万
６
千
円
増
額
し
、
６
億

９
７
８
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
北
山
主
要
幹
線
老
朽
管

更
新
に
伴
う
出
資
金
の
増
額
に
よ

り
、
資
本
的
収
支
の
収
入
予
定
額

を
９
８
０
万
円
増
額
し
、
８
千
７

９
５
万
２
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

請　
　
　
　
　

願

◆
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
に
関
す

る
請
願
書

�

採　

択

◆
米
価
下
落
等
に
関
す
る
意
見
書

提
出
を
求
め
る
請
願

�

採　

択

◆
消
費
税
10
％
増
税
の
先
送
り
で

な
く
中
止
を
求
め
る
請
願

�

不
採
択

決
議
・
意
見
書
決
議

◆
小
中
学
生
の
医
療
費
の
無
料
化

拡
充
を
早
期
に
求
め
る
決
議
に

つ
い
て

�

可
決
決
議

◆
米
価
下
落
等
に
関
す
る
意
見
書

決
議
に
つ
い
て

�

可
決
決
議

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

議
会
事
務
局　

☎
�
6
5
5
1
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